
 

別紙１                           特別養護老人ホーム天寿園  
 

       短 期 入 所 生 活 介  護  料  金 表 
 

 １．介護給付サービスによる料金   （重要事項説明書５．－（１）） 

 
 

 料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費額

（介護保険から給付される金額）を除いた金額（サービス利用に係わる自己負担額）をお支

払い下さい。（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。） 
 

   料金表は次のようになっております。 
 

 

料 金 表 種 別 
 

 

料金表 
 

 

  多床室をご利用の場合 
 

 

料金表－１ 
 

 

  従来型個室をご利用の場合 
 

 

料金表－２ 
 

 

 ※ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には，サービス利用料金の全額をいったん 

   お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後，自己負担額を除く金額が 

   介護保険から払い戻されます（償還払い）。また，居宅サービス計画が作成されていな 

   い場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合，ご利用者が保険給付の申請を行うた 

   めに必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 
 

 ※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて負担額を変更しま 

  す。 
 
 

 ２．その他介護給付サービス加算  （重要事項説明書５．－（２）） 

 

加 算 介護給付額 100％ 内自己負担額 10% 

Ⅰ 送迎加算 （片道） 1,840 円 （片道） 184 円 

Ⅱ 看護体制加算（Ⅰ） 40 円 4 円 

Ⅲ 看護体制加算（Ⅱ） 80 円 8 円 

Ⅳ 夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ 130 円 13 円 

Ⅴ サービス提供体制加算（Ⅰ）イ 180 円 18 円 

                                    ＜１日の加算料金＞ 

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、「１ヶ月の合計単位数×８３/１０００の単位」 

が加算されます 

※介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）として、「１ヶ月の合計単位数×２７/１０００の単位」 

が加算されます 
    
 
 
 
 
 



 
 
 

 ３．その他の介護保険の給付対象とならないサービス （重要事項説明書５．－（３）） 

 
① 食事の提供に係る費用 （食材料費及び調理費） 
 

 

 
 
 
 

 

  月  額 
 

  （概数） 
 

 

  介護保険負担限度額認定証に記載された額 
 

 

  通  常 
 

  第４段階 
 

 

  第１段階 
 

 

  第２段階 
 

 

  第３段階 
 

 

 食事の提 

 供に係る 

 費用 
 

 

 

42,000円  １日  300円 
 
 

 

 

  １日  390円 
 
 

 

 

  １日  650円 
 
 

 

 

  １日1,392円 
 
 

※ 食事の提供に要する費用（食材料費＋調理費） 
    ご契約者に提供する食事に係る費用です。 
    利用料金：1,392 円／日（朝食 384 円、昼食 454 円、夕食 554 円） 

       ただし、市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方（利用者負担第１ 
段階から第 3 段階の方）は、認定証に記載された負担限度額が利用者負担額となります。 

また、利用者負担第 4 段階以上の方については、お取りいただいた食費をご負担いた 
だきます。 

   （食事代は、提供された食事代のみ請求させて頂きます。） 
 
 

② 滞在に係る費用 （光熱水費及び室料（建物設備等の減価償却費）） 
 

 

 滞在に係 

 る費用 
 
 

 

  月  額 
 

  （概数） 
 

 

  介護保険負担限度額認定証に記載された額 
 

 

  通  常 
 

  第４段階 
 

 

  第１段階 
 

 

  第２段階 
 

 

  第３段階 
 

 

  多床室 

 （２・４ 

  人部屋) 
 

 

 
10,000円  １日    0円 

 
 

 

 
  １日  370円 
 
 

 

 
  １日  370円 
 
 

 

 
  １日  855円 
 
 

 

  従来型 

 個    室 
 
 

 

 

35,000円  １日  320円 
 
 

 

 

  １日  420円 
 
 

 

 

  １日  820円 
 
 

 

 

  １日1,171円 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(　料金表―２　)

《　従来型個室をご利用の場合　》
（1日当たり：円）

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

○

○

○

○

円 円 円 円 円

円

(４) 　　　（居室代）×（利用日数）＝ 円

利用料合計額　（　（１）・（２）・（３）・（４）　） 円

(２) ⑦　送迎加算 円

(３) 　　　（食事代）×（利用日数）＝ 円

　食事代は、朝食　384円　昼食　454円　夕食554円　となり提供した食事代のみ請求させて頂きます。

　　利用料金

(１) 　　　（一日の利用料金）×（利用日数）＝ 円

利用者負担段階　４ 1,392 円 利用者負担段階　４ 1,171 円

利用者負担段階　３ 650 円 利用者負担段階　３ 820 円

利用者負担段階　２ 390 円 利用者負担段階　２ 420 円

利用者負担段階　１ 300 円 利用者負担段階　１ 320 円

送迎加算 一回 184 利用回数分の料金

※　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、「１ヶ月の合計単位数×８３/１０００の単位」が加算されます

　②　食事に係る負担　（1日の負担金） 　③　居室に係る負担　（1日の負担金）

　①　1日　ご利用者利用料金 627 695 765 833 899

サービス提供体制加算（Ⅱ）

加算合計 43円

加算

看護体制加算（Ⅰ）　　　　　 4円

看護体制加算（Ⅱ） 8円

サービス提供体制加算（Ⅰ） 18円

6円

サービス提供体制加算（Ⅲ） 6円

7,110 7,704

サービス利用に係る自己負担金 584 652 722 790

7,220 7,900 8,560

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 13円

856

内　介護保険からの給付される金額 5,256 5,868 6,498

※　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）として、「１ヶ月の合計単位数×２７/１０００の単位」が加算されます

介護給付費 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

御利用者のサービス利用料金 5,840 6,520



(　料金表―２　)

《　多床室をご利用の場合　》
（1日当たり：円）

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

○

○

○

○

円 円 円 円 円

円

(４) 　　　（居室代）×（利用日数）＝ 円

利用料合計額　（　（１）・（２）・（３）・（４）　） 円

(２) ⑦　送迎加算 円

(３) 　　　（食事代）×（利用日数）＝ 円

　食事代は、朝食　384円　昼食　454円　夕食554円　となり提供した食事代のみ請求させて頂きます。

　　利用料金

(１) 　　　（一日の利用料金）×（利用日数）＝ 円

利用者負担段階　４ 1,392 円 利用者負担段階　４ 855 円

利用者負担段階　３ 650 円 利用者負担段階　３ 370 円

利用者負担段階　２ 390 円 利用者負担段階　２ 370 円

利用者負担段階　１ 300 円 利用者負担段階　１ 0 円

送迎加算 一回 184 利用回数分の料金

※　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、「１ヶ月の合計単位数×８３/１０００の単位」が加算されます

　②　食事に係る負担　（1日の負担金） 　③　居室に係る負担　（1日の負担金）

　①　1日　ご利用者利用料金 627 695 765 833 899

サービス提供体制加算（Ⅱ）

加算合計 43円

加算

看護体制加算（Ⅰ）　　　　　 4円

看護体制加算（Ⅱ） 8円

サービス提供体制加算（Ⅰ） 18円

6円

サービス提供体制加算（Ⅲ） 6円

7,110 7,704

サービス利用に係る自己負担金 584 652 722 790

7,220 7,900 8,560

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 13円

856

内　介護保険からの給付される金額 5,256 5,868 6,498

※　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）として、「１ヶ月の合計単位数×２７/１０００の単位」が加算されます

介護給付費 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

御利用者のサービス利用料金 5,840 6,520


